
埼玉県
事業者オンライン申請サービス
~ＳＤＧｓパートナー登録~

ご利用マニュアル
(更新申請)

第1.1版
※本マニュアルは、「埼玉県ＳＤＧｓパートナー登録」の「更新申請」
に係る操作手順について記載しています。
「埼玉県事業者オンライン申請サービス」へのユーザー登録等、システ
ム全体に係る操作手順については、下記マニュアルを御参照ください。
埼玉県事業者オンライン申請サービス申請者向けご利用マニュアル
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１.はじめに

2

本マニュアルでは「ＳＤＧｓパートナー」登録における更新申請の手
続きの流れを記載しています。
ユーザー登録等、埼玉県事業者オンライン申請サービス全体の操作に
については、下記HP内「申請者向け(①システム全体)マニュアル」を
参照ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs/sdgs_partner.html

【更新申請】
埼玉県ＳＤＧｓパートナー登録については、登録後３年ごとに更新を
受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うと定められ
ています。
更新時期が近づきましたら、計画調整課から御連絡いたしますので、
当該マニュアルを参考に更新手続をお願いします。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs/sdgs_partner.html


２.様式選択

3

①システムのホーム画面から「ＳＤＧｓパートナー申請」を選択

②「埼玉県ＳＤＧｓパートナー更新申請」を選択



２.様式選択

4

③「新規申請」を選択

※今回行っていただく申請は「更新申請」ですが、「新規申請」を選
択してください。



３.様式第１号

5

①必要事項を記入
・画面右側のフォームに入力した内容が画面左側に反映されます。



３.様式第１号

6

③記入が完了したら、「次のページ」を選択

※申請エラーが表示された場合、入力内容を再度確認してください

②更新回数の欄について、初めて更新を行う方は「１」を、
更新が２回目の方は「２」を入力



４.様式第２号

7

①必要事項を記入
・登録時の様式第２号を参考に記載してください。（令和６年１２
月１２日付でメール送付しております。）
※過去の様式で具体的取組を２つ以上記載していた場合は２項目に
絞って記載してください。
・「SDGs達成に向けた指標」の数値については、下記の記載例や
次ページを御確認いただき、更新をお願いします。

170文字以内

60文字以内

下記の記載例を元に記入
https://www.pref.saitama.lg.jp/docu
ments/200875/21_torikumizikoureioy
obisiryounomeyasu.pdf

本社が他都道府県、事業所が県内
の場合は県内事業所名で申請
（例）
○○株式会社 ○○支店
支店長
○○太郎

本項目は数値のみ記載、現状値＜3年後＜2030年となるよう設定を
お願いします。
その他、次ページ及び通知文別紙２「よくある御質問」を御確認く
ださい。

https://www.pref.saitama.lg.jp/docu


４.様式第２号

8

〇「ＳＤＧｓ達成に向けた指標」の現状値・時点及び指標（取組開
始3年後・2030年）の数値の更新をお願いします。

〇「ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組」の内容を変更する場合は、
再度審査を行う必要がありますので、御相談ください。

〇更新時の審査の考え方を、下記に記載していますので、参考にして
ください。

【審査の考え方（現状値及び指標について）】
・宣言当初から現状値や指標に数値の記載がない場合は、数値の記載を追加
してください。
・指標を上方修正することは問題ありません。
・指標を下方修正する際には、理由をお尋ねする場合があります。
・現状値の数値と3年後、2030年の指標内容については、基本的に同じ内容を
記載してください。
・「〇％削減」や「〇％増加」という指標については、基本、更新後の現状
値（最新値）を基準とします。ただし、宣言書に「○年比」や「基準値〇〇」
と記載がある場合、その値を基準とします。
・現状値を更新した際に、「現状値>指標」となった場合、指標の上方修正
もしくは現状維持とし、「現状値≦指標」となるように指標設定をしてくだ
さい。

※特殊な事情（景気や世界情勢による一時的な特需・被害、企業体制の
大幅な変化が予定されている等）がある場合はこの限りではありません。

【審査の考え方（取組内容について）】
・取組内容については、原則、登録時の内容を継続していただきます。
・取組内容及び指標に大幅な変更がある場合は、新規申請と同様に内容を
審査する必要があるため、担当者に事前相談を行ってください。

【チェックポイント】
・宣言日は、更新時の日付となっているか。
・現状値が最新値に更新されているか。

※現状値の年については、企業によって、また各側面によって算出可能な
最新の年が異なるため、記載する年の指定は行っておりません。

・誤字脱字等はないか。



４.様式第２号

9

②記入が完了したら、「次のページ」を選択

※申請エラーが表示された場合、入力内容を再度確認してください



４.様式第２号（記載例①）

7

k山田 タロウ



４.様式第２号（記載例②）

11



４.様式第２号（記載例③）

12



５.様式第３号

13

①必要事項を記入
・様式第２号と同様に、お送りした過去の様式から転記いただき、
必要に応じて内容の更新（登録後に新たに取り組み始めた事項の
追加、登録時【予定】であったもので現在取り組んでいるものに
ついては【予定】を削除 etc）をお願いします。

②記入が完了したら最後のページまで移動して「提出」を選択



５.様式第３号(記載例)

14



６.申請様式の一時保存

15

〇途中で作業を中断する等、一時保存をする場合は、下記赤枠箇所
「一時保存」を押します。右の完了画面が出れば保存完了です。

〇ホーム画面の「手続き中申請」に、「入力中」のステータスで
保存されます。一時保存した申請を再開する場合は、各申請様式の
タブではなく、画面上部「手続き中申請」の「申請管理番号」を
クリックして再開してください。



７.申請完了

16

〇申請が完了した場合、下記画面が表示されます。

〇ホーム画面から申請の確認ができます。

〇ユーザー登録したアドレスに申請受付通知のメールが届きます。



８.申請完了から更新手続完了まで
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申請完了後、順次県が確認、審査を行います。

〇ホーム画面から、申請ステータスが「差戻し」となっている案件
の「申請管理番号」を選択します。

※確認事項や修正事項がある場合、ユーザー登録したアドレス宛に
下記のようなメールが届きますので確認をお願いします。



８.申請完了から更新手続完了まで

18

〇修正指示箇所を確認・修正し、次のページへをクリックします。

〇最後のページまで進んだ後に「提出」を選択します。

〇修正事項がある場合、下記画面が表示されます。



９.更新手続完了

19

審査が完了し、更新手続が完了すると、メールの通知がされます。

また、システムでは「あなたの過去の申請」のタブに
「完了」のステータスで保存されます。



10.登録証及び完了通知のダウンロード
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①「あなたの過去の申請」から申請管理番号を選択
※ＳＤＧｓパートナー登録以外の申請も表示されています。

②画面右上「通知書PDF」を選択



10.登録証及び完了通知のダウンロード

21

③PDFのダウンロードが開始
・お使いの機種等によって表示画面に差異がある場合もあります。

④登録証及び通知文がダウンロード



11.ＳＤＧｓロゴマークのダウンロード

22

①「あなたの過去の申請」から申請管理番号を選択
・ＳＤＧｓパートナー登録以外の申請も表示されています。

②画面右上「ロゴファイル」を選択



11.ＳＤＧｓロゴマークのダウンロード

23

③zipファイルのダウンロードが開始
・お使いの機種等によって表示画面に差異がある場合もあります。

④ロゴマーク及びロゴマーク使用規程がダウンロード
・ロゴマークのファイル形式は「ai」「jpg」「png」の三種類です。


